
木津川市国民健康保険運営協議会　
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	□大西寛美 委員、■藤井千賀 委員、□尾﨑田鶴 委員

□林　直　 委員、□村上惠子 委員、■大村元昭 委員
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(保険医・保険薬剤師代表)
	□飯田泰啓 委員、□兎本昭夫 委員、■若菜和雄 委員

□木村英城 委員、■内藤邦夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■佐々木慧 委員、■堀　英延 委員

□福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	河井市長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	市民部　滋井部長
国保年金課　前川課長、清水主幹　浅田係長　東村担当係長

	傍聴者
	無

	議題


	１．開会

２．資格審査
３．会長あいさつ

４．市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名
６．議事

(１)国民健康保険税率について

　(２)健診事業の見直しについて

 　(３)その他

７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　委員の紹介

２．資格審査

・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ

　　　・　福井会長あいさつ

４．市長あいさつ

　　　・　河井市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名

　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名

６．議事

（１）国民健康保険税率について

・　意見及び質疑・応答

（２）審議　健診事業の見直しについて

　　　　　・　質疑・応答
（２）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

８. 閉会

・　議事終了及び議長降壇

・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。

２．資格審査

委員１８名中 １０名の出席により、会議が成立していることを確認した。

３．会長あいさつ

　　　　福井会長が開会に際してのあいさつを行った。

　　　　要旨は、次のとおり。

・　元協議会委員の樋垣氏が厚生労働大臣表彰を受賞された。
・　新たに１名の委員が就任された。

　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。

５．市長あいさつ

　　　河井市長があいさつを行った。

要旨は、次のとおり。

・　国民健康保険の運営は、非常に厳しい状況であり、国に対して、市長会等を通じ、更なる財政支援を求めているところである。皆さまに安心して医療を受けていただくために、国民健康保険制度を今後も持続できるよう、活発なる議論をお願いしたい。

６．会議録署名委員の指名

会議録署名委員として大村委員と堀委員を指名した。

７．議事

　　　　福井会長が議長となり議事を行った。

　（１）　国民健康保険税率について

【配布資料】

　　　　　　・　資料１　国民健康保険税率について

　　・　参考資料１～５

【事務局説明の概要】
　 ・　健康保険は、一人ひとりの医療費を加入者（被保険者）全員で支える仕組みであり、医療費が増加すると、加入者の負担（保険税率）も増加する。前回の国民健康保険税見直し時の２８年度決算における一人当たり保険給付費290,111円、今回の３０度決算における一人当たり保険給付費　309,238円と、一人当たりの医療費が19,127円増加している。この増加について、国民健康保険税の見直しが必要であるのかを、国民健康保険を持続可能な制度として運営していくために考えていかなければならない。

・　国民健康保険は、加入者からの保険税と法令等を基にした国や府、市の一般会計からの補助金等により運営しているが、法令等を基にしていない一般会計繰入金も国民健康保険の運営に活用している。これは、国民健康保険に加入していない方も将来多くの方が国民健康保険に加入することなど、一定の理由を基に、政策的に活用しているもので、法的には問題はないが、国民健康保険に加入していない方にも納めていただいている市民税を国民健康保険に活用することになるため、慎重な検討が必要である。
・　４０歳代の夫婦と子ども２人、所得２３８万円の世帯について、所得割・均等割・平等割の３方式で課税する府内１７市町村のうち、木津川市は、課税額が高い方から１１位となっている。ただし、所得に占める保険税負担の割合が高いため、大幅な保険税率見直しは困難と考える。
・平成３０年度からの保険税率見直しの際の方針は、「不足額を一度に保険税率の見直しで対応すると、被保険者負担が急増するため複数年度をかけて段階的に見直す」こととしている。現時点においては、府が示す令和２年度の標準保険料率はわからないが、直近の決算等をふまえ、保険税率の見直しの必要性を含め、検討していく。ただ、財源が不足することは確実であるので、平成３０年度からの保険税率見直しの際に、当協議会からいただいた答申における付帯意見を参考に、できることから取り組んでいきたい。

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）

○　保険税率はどれぐらいになればいいのか。

➤　木津川市においては、平成２２年度から平成３０年度まで、税率の改正を行わなかったため、平成３０年度の国保広域化により京都府より示された標準保険料率は現行税率とかなりかけ離れたものであった。標準保険料率に沿ったかたちが目指すべき税率ではあるが、被保険者負担が急増するため複数年度をかけて、段階的に見直しが必要な状況である。
〇　標準保険料率は変わるのか。医療費の増加に対応できるのか。
➤　毎年変わっている。平成３０年度と令和元年度の標準保険料率を比較すると、不足額は７，０００万、８，０００万円ほど増えている。
　　ただ高齢化、医療技術の進歩により、医療費はだんだん高くなっているのは当然である。そのことを踏まえると、標準保険料率を現状のままで維持できるとは考えられない。一方で、被保険者の負担が非常に大きくなっているため、保険税率を上げるにしても限界があると考えている。
○　外国人の保険税率はどのようになっているのか。

➤　外国人の方であっても、木津川市に住民票がある方で、他の健康保険に加入されていない方であれば国民健康保険に加入していただき、他の方と同じ決まった税率で課税している。
○　外国人は何人加入されているか。
➤　平成３０年４月１日現在　１０２世帯１３９人

○　令和２年度は保険税率を見直す必要があるのか。
➤　来年１月末頃に府から令和２年度の標準保険料率（＝令和２年度に国民健康保険を運営するにあたって、木津川市はどれぐらいの税率で保険税を徴収しなければいけないのか）が示される。それを受け、分析をし、税率改正が必要であれば十分に検討した上で、諮問をさせていただく。

　（２）　健診事業の見直しについて

【事務局からの報告】
（人間ドックの見直しについて）

・　先の税率改正時に、皆様から「国民健康保険税の税率を見直すことは、被保険者全員の負担増加につながる。一方で市の国民健康保険では、人間ドックの受診者に非常に大きな補助を行っているが、受益者負担を適正化する必要はないのか。受益者負担の適正化で国民健康保険税率を少しでも緩和するべきではないか」という旨のご意見を賜るとともに、平成３０年２月５日付け「平成３０年度国民健康保険税の改定について（答申）」においては、「人間ドック助成事業など、特定の者が受けるサービスについては自己負担額を見直すなど負担の公平性に配慮されたい。」との意見が付されており、今後も検討を進めなければいけないと考えている。
　　　　　　　 　本日は、市の方針(案)を決定するためにも、お示しする事務局案に対
し、意見を賜りたくお願いするものです。
　　　　　　　　〇人間ドック補助を行う目的
　　　　　　　　　半日程度の時間で、多くの検査ができるなど、利便性が高く、疾病の早期発見につながる人間ドックへの補助を行うことで、より多くの被保険者の健康維持・増進につなげることを目的に実施。

　　　　　　　　〇現状の課題
・法令等による実施根拠の無い事業である。

　　　　　　　　 ・補助を継続していくためには、財源が必要になっている。
　　　　　　　　 ・人間ドックを受診していない方の税負担も含め、多くの財源が、人間ドックを受ける特定の受益者への補助に使われている。

　　　　　　　　 ・医療機関やオプション検診の有無など、内容によって人間ドックの料金が異なるのに対し、自己負担額が一定で、人間ドック受診者間での公平性が保てない状況である。
　　　　　　　　〇課題解決への見直し
　　　　　　　　　Ａ案

　　　　　　　　　　市補助の定額化により自己負担額を増加させることで財源を確保
                    　各医療機関のオプション無しの料金の平均の７割を参考に、
市の定額補助を29,000円とする。
【費用縮減見込額　約1,400万円】
　　　　　　　　　Ｂ案

　　　　　　　　　　人間ドック受診を２年に一度に変更(自己負担額は現状維持)
　　　　　　　　　　　単年度の対象者数を減少させることで財源を確保。
ただし、人間ドック受診数の減少を特定健診受診率に影響させないため、
申込要件に前年度特定健診受診を加える。
【費用縮減見込額　約2,100万円】

　　　　　　（特定健康診査の受診率向上に向けた見直しについて）

　　　　　　　・　特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、その実施は保険者の責務である。被保険者の健康維持・増進を目指すにあたり、疾病の早期発見等の点で、大きな効果が見込めることから、積極的に実施している。
　　　　　　　　〇現状の課題
　　　　　　　　　受診率の向上が大きな課題である。
　　　　　　　　　受診率向上により、被保険者の健康維持・増進はもとより、保険者努力支援制度での加点により更なる補助金の交付が期待できる。一方、今後受診率の低い団体には、減点をすると国が示している。
　　　　　　　　〇課題解決への取組み

Ａ　令和２年度の秋以降に、集団方式で健診を実施
　　市内指定医療機関での受診は９月末まで⇒以降の受診機会を確保
　　
 Ｂ　自己負担無料化
　　 より多くの方が受診しやすい、受診を勧めやすい環境の構築
【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）

　　　　　　　〇人間ドックの受診者が減ってしまうのではないか。
　　　　　　　➤人間ドックの自己負担が増えた場合は、人間ドックの利用者数に影響があると考えている。検査項目の観点では、特定健康診査や市のがん検診を受診いただくことにより、個人の負担も減り、また市が負担する額も減ることになる。ただ、脳ドックは、特定健康診査とがん検診ではカバーできない。
　　　　　　　
〇府内市町村の人間ドックへの補助の実施状況は？
　　　　　　　➤府内全ての市町村が何らかのかたちで人間ドックへの補助を実施している。脳ドックに関しては、府内２６市町村のうち９つの市町村は補助をしていない。
　　　　　　　〇人間ドックの補助額が変更されることにより、自己負担額に大きく差が生じることになる（オプションの有無等にもよる）。ただ、日々医療の進歩によって、早期発見、早期治療につながるし、後の医療費に大きく影響すると考える。そのため、見直しを図ってでも継続はして欲しい。
　　　　　　　➤早期発見・早期治療により医療費抑制ができることから、人間ドックへの補助は継続していきたい。ただ、人間ドックの受診者数は保険者数に占める割合が１０．９％で、ほぼ毎年同じ方が受診している。

　　　　　　　　それに対して特定健康検査の受診率は毎年伸びてきているものの、特定健康診査の項目を含む人間ドックの受診者数を含めても、まだ４割の方しか受診いただけていないのが現状。残り６割の方に年に１回は健診を受けてもらい、まず自分の体に責任、興味、関心をもっていただくことが、大事であると考えている。
　　　　　　　　提案したＡ案であれば、人間ドックに対する自己負担額は、オプション部分、また脳ドック部分が今までより増えるが、基本項目部分は、見直し前とほぼ同じ額で受診いただける。
　　　　　　　〇Ａ案の７割部分にはオプションは含まれるのか。オプションについては、個人の希望で受診する部分であるので、各自で負担するのが当然の部分であると考える。

　　　　　　　➤オプションは含まれない。
　　　　　　　　

　　　　　【審議結果】承認　人間ドック負担の見直し　
Ａ案：市の定額補助（29,000円）で進めていく
　　　　　　　　　　　　　　特定健康診査の集団方式での実施
　　　　　　　　　　　　　　特定健康診査の無料化　　

　　　　　　　　　

８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。
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